
今までは健康だった人が病気にかかり、治療が必要になる
と、以前のとおりには働けなくなるケースが出てきます。
この場合、治療に専念することになるか、治療しながら働くこ
とができるかはケースバイケースですが、治療しながら働くこ
とを希望する人には、治療と仕事の両立ができるかは大きな
問題です。
一方で、働く人の職場においても、治療と仕事の両立支援
は重要な課題であり、治療をしながら働きたいという思いを持
ち、主治医からも就労が可能だと判断された人が働けるよう
な環境の整備が求められています。

治療と仕事の両立支援

るもい労働衛生通信
【vol.８】

留萌労働基準監督署

↖厚生労働省リーフレット
「治療と仕事の両立支援」
から引用

ハンドブックの
ダウンロードは
こちらから↓

治療しながら働く人を応援する
情報ポータルサイト

「治療と仕事の両立支援ナビ」
はこちらから↓

←ＨＰはこちら



石綿障害予防規則の改正について
【レベル１・レベル２建材の取扱い】

解体・改修工事における石綿ばく露による健康障害を防止するため、
令和２年7月に石綿障害予防規則（石綿則）が改正されました。
事業者をはじめとする関係者の皆様へ、規制内容を複数回に分けて、

不定期に解説します。

この情報の詳細については、留萌労働基準監督署 監督・安衛課
(℡：0164-42-0463)までお問い合わせください。

↑石綿総合情報ポータルサイト内リーフレット
「石綿障害予防規則に基づく解体・改修作業時の
ポイント（作業者向け）」から引用

事業者が行うべきこと
□ 建築物の解体工事・改修工事で取り扱う
レベル１建材及びレベル２建材の種類及び
採用する工法を確認すること
□ 建材の種類・工法に応じた石綿飛散及び
ばく露防止対策を講じること
□ 保護具着用及び湿潤化が必要

↖環境省ホームページ内
「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び
石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」から引用

レベル１建材の例
・石綿含有吹付け材

吹付け石綿
石綿含有吹付けロックウール etc.

レベル２建材の例
・石綿含有耐火被覆材

耐火被覆板 etc.

・石綿含有断熱材
煙突用石綿断熱材 etc.

・石綿含有保温材
石綿保温材 etc.

レベル１建材
レベル２建材
に必要な措置


